
中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

世
の
神
仏
混
涌
の
信
仰
形
態
か
ら
独
特
の
風
習
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、

ら
崇
拝
し
て
い
る
事
例
が
沢
山
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

軍
神
（
い
く
さ
の
守
り
神
）
と
い
え
ば
、
「
八
幡
大
菩
薩
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
男
山
八
幡
宮
」
と
か
「
宇
佐
八
幡
宮
」
を
戦
勝
祈
願
の
対
象
と
す
る

も
の
で
そ
の
例
が
合
戦
記
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
武
家
の
一
般
的
な
祈

願
対
象
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
し
た
神
々
は
厳
密
に

言
う
と
「
ボ
サ
ツ
」
で
あ
る
か
ら
「
仏
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
中

拡
げ
、
千
葉
常
胤
の
時
代
に
源
頼
朝
の
源
氏
再
興
、
鎌
倉
幕
府
設
置
を
た
す
け
、

そ
の
一
族
は
後
に
源
頼
朝
の
奥
州
征
伐
な
ど
を
機
に
、
東
北
地
方
各
地
に
、
又

は
元
寇
の
役
で
九
州
に
千
葉
姓
を
伝
え
て
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
武
門
に
胎
て
「
軍
神
」
と
し
て
「
仏
菩
薩
」
が
戦
勝
祈
願
や
一
族

繁
栄
の
対
象
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
戦
場
に
於

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
一
加
諏
し
給
ひ
「
知
駆
」
の

て
味
方
が
危
機
に
陥
っ
た
際
、

も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

葉
氏
は
坂
東
平
氏
の
中
の
名
門
で
、
下
総
国
一
帯
と
上
総
国
の
一
部
に
勢
力
を

足
利
氏
は
源
氏
一
門
中
の
雄
で
あ
り
後
に
室
町
幕
府
を
設
立
す
る
。

仏
」
を
軍
神
（
い
く
さ
の
守
り
神
）
と
し
て

一
門
・
一
族
を
挙
げ
て
平
素
か

中
世
武
家
社
会
の
こ
と
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
を
見
る
と
武
士
が
「
神
・

ヽ

は
じ
め
に

中
世
に
お
け
る
武
家
の

「
軍
神
」

仰
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
て
、
中
世
武
家
社
会
の
「
軍
神
」
信
仰
に
つ
い
て

探
究
し
て
み
た
。

本
稿
で
は
、
足
利
氏
の
「
勝
軍
地
蔵
」
信
仰
と
千
葉
氏
の
「
妙
見
菩
薩
」
信

い
る
。

ま
た
そ
の
霊
験
も
説
話
集
や
史
学
文
学
、
絵
巻
物
な
ど
と
な
っ
て
伝
え
ら
れ
て

信
仰

樋
口
誠
太
郎

一
方
千
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中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

霊
験
を
示
し
味
方
を
勝
利
に
導
い
た
り
、
武
将
の
夢
の
中
に
現
わ
れ
て
不
思
議

以
下
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
ん
で
、
足
利
・
千
葉
両
家
に
於
て
「
軍
神
」

が
ど
の
よ
う
に
定
ま
り
信
仰
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
述
べ
て
み
た
い
。
無
論
「
軍

神
」
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
八
幡
大
菩
薩
」
な
ど（

延
暦
）

勝
軍
地
蔵
信
仰
が
文
献
に
見
ら
れ
る
の
は
、
『
漢
文
清
水
寺
縁
起
』
の
中
に
「
同
十

命
婦
所
造
像
也
、
為
征
夷
所
造
地
蔵
菩
薩
像
、
名
之
勝
軍
、
同
所
造
砒
沙
門
天
王
像
、

と
あ
り
こ
の
要
旨
は
清
水
寺
延
鎮
が
、
坂
上
田
村
麿
の
蝦
夷
征
伐
の
勝
利
を
祈

願
す
る
為
め
に
、
清
水
寺
の
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
脇
侍
と
し
て
、
勝
軍

地
蔵
と
勝
敵
砒
沙
門
像
を
安
置
し
た
と
こ
ろ
そ
の
霊
験
は
大
変
あ
ら
た
か
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
東
福
寺
海
蔵
院
の
虎
関
師
錬
の
『
元
亨
釈
書
』
の

延
鎮
の
項
に
「
（
前
略
）
官
軍
矢
尽
、
子
時
小
比
丘
及
小
男
子
拾
矢
与
将
軍

(
1
)
 

（
下
略
）
」
と
あ
り
坂
上
田
村
麿
の
蝦
夷
征
伐
の
と
き
に
お
こ
っ
た
不
思
議
と
し

て
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
戦
闘
の
場
に
於
け
る
「
矢
取
り
地
蔵
説
話
」
と
同
類

の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
説
話
を
そ
の
ま
ま
坂
上
田
村
麿
の
時

名
之
勝
敵
、
以
地
蔵
安
本
尊
宝
帳
之
西
脇
、
以
多
門
安
同
宝
帳
東
脇
（
下
略
）
」

七
年
七
月
二
日
、
延
鎮
与
大
将
軍
同
心
合
力
、
更
復
造
伽
藍
、
安
置
本
尊

こ
の
文
書
に
よ
る
と
「
勝
軍
地
蔵
法
」
と
い
う
天
下
静
謹
の
た
め
の
呪
法
祈

貞
和
六
年
二
月
廿
一
日

史
料

例
を
あ
げ
る
と
二
代
将
軍
足
利
義
詮
の
次
の
よ
う
な
文
書
が
あ
る
。

二
、
足
利
将
軍
家
の
勝
軍
地
蔵
信
仰

も
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の
二
例
を
中
心
に
と
り
あ
げ
た
。

代
ま
で
瀕
及
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
後
世
の
人
び
と
が
信
仰
に

ま
た
中
世
後
半
期
の
戦
国
武
将
が
信
仰
し
た
勝
軍
地
蔵
は
山
城
国
愛
宕
護
山

朝
日
峯
白
雲
寺
の
本
地
仏
で
、
こ
れ
は
百
済
の
日
羅
の
霊
で
あ
る
と
か
役
小
角

(
2
)
 

と
か
雲
遍
上
人
に
附
会
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
愛
宕
の
本
地
仏
で
あ
る
勝
軍
地
蔵

に
関
す
る
信
仰
は
、
室
町
時
代
以
降
の
こ
と
で
中
国
地
方
の
相
良
氏
、
九
州
の

島
津
氏
の
信
仰
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
中
央
で
も
将
軍
足
利
家
が
天
下

静
謹
を
勝
軍
地
蔵
に
祈
願
さ
せ
た
例
は
当
時
の
文
書
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
。

天
下
静
謡
祈
頑
事
、
勧
修
勝
軍
地
蔵
法
、
殊
可
被
致
精
誠
之
状
如
件

（
足
利
義
詮
）

左
馬

実
相
寺
僧
都
御
房

頭
（
花
挿
）

躊
が
あ
り
そ
れ
を
実
相
寺
に
命
じ
て
行
な
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
勝
軍
地
蔵
」

が
単
な
る
戦
闘
に
勝
利
を
お
さ
め
る
た
め
の
「
軍
神
」
と
し
て
の
対
象
か
ら
も

っ
と
政
治
的
意
味
を
も
っ
た
足
利
将
軍
家
の
「
守
護
神
」
的
存
在
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
と
こ
の
後
特
定
の
寺
社
の
み
で
は
な
く
「
勝
軍
地
蔵
」
を
安
置
す
る

を
行
う
暗
示
を
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

よ
る
「
現
世
の
利
益
」
の
根
拠
と
し
て
つ
く
り
あ
げ
た
と
考
え
る
。
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中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

時
代
か
ら
幕
府
や
将
軍
の
権
威
は
、
下
降
線
を
た
ど
る
一
方
で
あ
っ
た
。
近
江

地
蔵
」
の
信
仰
も
ひ
ろ
ま
つ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
足
利
将
軍
の
中
で
も
九
代
の
足
利
義
尚
は
戦
勝
祈
願
の
対
象
と
し
て
「
勝

軍
地
蔵
」
を
信
仰
し
た
。
義
尚
が
将
軍
職
に
就
い
た
の
は
、
文
明
五
年
(
-
四

七
―
―
-
）
の
こ
と
で
、
世
は
応
仁
・
文
明
の
大
乱
の
最
中
で
、
父
の
将
軍
義
政
の

て
い
た
様
で
あ
る
。
一
方
で
は
尊
氏
と
の
交
流
の
中
で
、
武
将
の
間
に
「
勝
軍

そ
の
契
機
は
な
ん
と
い
っ
て
も
室
町
幕
府
の
創
設
者
で
あ
る
足
利
尊
氏
で
あ

ろ
う
。
彼
は
信
仰
心
の
あ
つ
い
人
物
で
自
己
の
罪
業
消
滅
を
願
っ
て
か
勝
軍
地

蔵
を
信
仰
し
た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
の
浄
妙
寺
所
蔵
の
尊
氏
自
筆
の
地
蔵
菩
薩

像
（
こ
の
場
合
は
勝
軍
地
蔵
で
は
な
い
。
）
を
見
る
と
、
こ
れ
は
貞
和
五
年
に
尊

氏
が
乾
峯
士
曇
の
た
め
に
描
い
た
も
の
で
、
左
側
に
「
夢
中
有
感
通
、
令
我
書
一

尊
容
、
利
済
偏
沙
界
、
善
根
無
所
窮
」
と
あ
り
そ
の
わ
き
に
年
号
と
共
に
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
貞
和
五
暦
大
膜
下
句
為
乾
峯
和
尚
書
之
」
尊
氏
（
花

挿
）
」
で
、
こ
の
自
賛
の
最
初
に
あ
る
「
夢
中
有
感
通
」
と
い
う
の
は
、
尊
氏
が

九
州
に
敗
退
し
て
い
く
途
中
で
夢
を
見
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
夢
の
中

で
敵
軍
に
追
い
つ
め
ら
れ
山
頂
に
逃
げ
の
び
た
処
、

わ
り
同
時
に
、

そ
こ
に
は
道
が
な
く
断
崖

絶
壁
で
進
退
極
っ
た
時
に
一
人
の
僧
が
示
現
し
尊
氏
の
手
を
と
っ
て
、

そ
こ
か

ら
飛
び
下
り
た
処
が
今
ま
で
断
崖
絶
壁
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
平
坦
な
原
野
に
変

そ
こ
へ
自
分
の
一
族
や
家
臣
が
助
け
に
来
た
と
こ
ろ
で
目
が
さ

め
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
夢
は
余
程
そ
の
後
、
尊
氏
の
記
憶
の
中
に
の
こ
っ

寺
院
が
ふ
え
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

口
、

し
た
。

史
料

国
の
守
護
六
角
（
佐
々
木
）
高
頼
は
そ
の
代
表
例
の
よ
う
な
も
の
で
、
寺
社
領

と
に
し
た
。
足
利
義
尚
は
聡
明
な
人
物
で
あ
り
、

そ
の
事
績
を
み
る
と
先
代
将

軍
足
利
義
政
な
ど
と
は
異
な
り
積
極
的
で
い
わ
ゆ
る
「
や
る
気
十
分
」
の
青
年

将
軍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
は
近
臣
に
人
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
こ

こ
の
青
年
将
軍
足
利
義
尚
は
「
勝
軍
地
蔵
」
が
そ
の
名
の
と
お
り
、
こ
れ
を

信
仰
す
る
者
に
戦
勝
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
た
。

折
か
ら
崇
祖
足
利
尊
氏
造
立
の
等
持
寺
「
勝
軍
地
蔵
」
が
応
仁
の
乱
で
荒
れ
果

て
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
こ
れ
を
修
復
す
る
こ
と
を
近
臣
大
館
政
重
に

命
じ
、
資
金
千
疋
を
等
持
寺
に
お
く
っ
た
。
等
持
寺
で
は
修
復
の
工
を
い
そ
ぎ(

4
)
 

長
享
元
年
十
月
二
七
日
に
修
理
を
完
成
し
翌
二
八
日
に
、
そ
の
供
養
を
行
っ
た
。

(5) 

そ
の
時
の
等
持
寺
住
持
景
徐
周
麟
の
法
語
は
注
目
に
価
す
る
の
で
次
に
引
用

南
無
過
去
宝
生
仏
、
即
現
将
軍
那
一
身
、
（
挙
香
）
香
気
作
雲
従
願
骰
、
和
風
郁
々
遍
城

長
享
元
年
歳
舎
丁
未
九
月
某
日
、
大
壇
越
征
夷
大
将
軍
源
府
君
、
出
官
庫
財
送
寺
、

命
工
修
飾
勝
軍
地
蔵
尊
像
、
而
裁
胄
加
首
、
剣
輿
旗
輿
、
光
乃
益
精
明
、
令
視
者
拝

の
青
年
将
軍
の
意
途
が
実
現
し
な
か
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

に
訴
え
て
く
る
も
の
が
多
く
足
利
義
尚
は
、

つ
い
に
六
角
征
伐
を
断
行
す
る
こ

を
侵
し
た
り
、
幕
府
近
臣
の
本
領
を
侵
略
し
、
被
害
を
受
け
た
人
び
と
が
幕
府
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表 1 戦国武将の勝軍地蔵信仰の事例

武将名 場 所 年代 信仰対象又は勧請先

細 /II 高国 京都東山勝軍地蔵 永正17年～ ? 

上杉謙信 越後国愛宕山 天文年間～ 山城愛宕将軍地蔵

穴山梅雪 駿 河 天正年間～ 不明

小早川隆景 備 中 天正年間～ 不明

島津貴久 薩 摩 不明 山城愛宕将軍地蔵

徳川家康 下総野田 不明 西光院勝軍地蔵

相 良 氏 肥前人吉 応仁年中 山城愛宕勝軍地蔵

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

（森末義彰「勝軍地蔵考」美術研究第91号を参考に作成）

ま
た
当
初
は
足
利
将
軍
家
の
「
守
護
神
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
勝
軍
地
蔵
も

は
省
略
す
る
。

手
稽
首
、
時
方
有
事
於
江
東
、
府
君
自
将
撃
之
、
於
是
乎
出
洛
、
軍
子
坂
本
、
遂
度

湖
水
・
軍
子
鉤
里
、
諸
将
不
期
而
会
者
数
万
騎
、
凶
徒
瓦
解
、
一
掃
而
尽
芙
、
而
猶

有
郡
国
之
不
臣
服
者
、
皆
肉
担
乞
罪
於
大
将
軍
磨
下
、
呼
不
是
勝
軍
菩
薩
深
弘
願
力

之
冥
加
顕
応
而
使
然
耶
足
利
尊
氏
謹
按
、
此
像
之
始
、
元
弘
・
建
武
之
間
、
仁
山
大

相
公
、
馬
上
而
取
天
下
、
心
誓
願
、
若
開
吾
運
、
可
必
建
―
―
―
寺
、
然
而
新
造
未
集
之

こ
の
法
語
に
よ
れ
ば
ま
ず
勝
軍
地
蔵
の
姿
や
形
を
述
べ
た
後
に
こ
れ
は
足
利

九
代
将
軍
足
利
義
尚
の
時
代
に
合
戦
に
勝
利
を
も
た
ら
す
地
蔵
と
し
て
当
時
の

戦
国
武
将
間
に
ひ
ろ
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
「
戦
勝
の
た
め
の
呪
法
」
の
よ
う
な

も
の
も
存
在
し
た
か
と
思
わ
れ
る
が
正
確
な
史
料
は
存
在
し
な
い
の
で
こ
こ
で

時
代
を
経
て
争
乱
の
世
の
中
に
な
る
と
表
1

、
に
示
し
た
よ
う
に
広
く
各
地
の

武
将
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
武
家
の
「
軍
神
」
（
守
り
神
）
と
い
う
存
在

に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
表
中
に
見
ら
れ
る
上
杉
謙
信
な
ど
砒
沙
門
天

を
熱
心
に
信
仰
し
た
武
将
で
旗
印
に
も
砒
の
字
を
用
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
が
、
更
に
勝
軍
地
蔵
も
信
仰
し
て
い
た
こ
と
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、
本
来
勝
軍
地
蔵
と
勝
敵
砒
沙
門
天
は
一
対
で
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の

脇
侍
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
謙
信
が
何
で
も
か
ま
わ
ず
信
仰
し
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
む
し
ろ
後
世
「
歴
史
小
説
」
な
ど
で
実
際
以
上
に
謙
信
の
砒
沙
門

尊
氏
の
地
蔵
尊
信
仰
の
中
の
ひ
と
っ
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

国
、
無
所
取
材
、
且
以
字
之
以
字
者
為
額
、
等
持
寺
是
也
（
以
下
略
）
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中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口

も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

と
し
て

一
族
で
崇
敬
し
、
千
葉
一
族
の
支
配
し
た
と
こ
ろ
や
城
館
趾
に
は
必

三
、

時
代
が
要
求
し
変
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
信
仰
が
強
調
さ
れ
て
、

そ
れ
に
影
椰
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
「
軍
神
」
と
し
て
の
勝
軍
地
蔵
の
容
相
も
、
足
利
尊
氏
の
時
代
ま
で
は

「
僧
形
」
に
近
い
も
の
で
あ
ま
り
い
か
め
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し

足
利
義
尚
の
時
代
以
降
の
も
の
の
中
に
は
甲
冑
を
帯
し
弓
矢
を
持
つ
も
の
や
騎

馬
の
も
の
ま
で
出
て
く
る
。

い
く
さ
に
勝
っ
た
め
に
は
相
応
の
い
か
め
し
さ
を

千
葉
氏
の
妙
見
信
仰

足
利
氏
の
「
勝
軍
地
蔵
」
信
仰
に
対
比
す
れ
ば
、

そ
の
規
模
は
見
方
に
よ
っ

て
は
狭
い
け
れ
ど
も
、
房
総
に
く
り
広
げ
ら
れ
た
信
仰
で
「
一
菩
薩
」
を
軍
神

ず
「
妙
見
祠
」
が
あ
る
と
い
う
の
が
特
色
で
あ
る
。
中
世
の
城
館
趾
の
調
査
で

は
「
妙
見
祠
」
が
あ
る
か
ら
千
葉
一
族
の
支
配
し
た
と
こ
ろ
と
判
定
す
る
場
合

で
は
、
こ
の
よ
う
に
千
葉
一
族
が
「
妙
見
菩
薩
」
を
一
族
の
「
軍
神
」
（
守
り

神
）
と
し
て
崇
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
と
い

う
こ
と
は
「
伝
承
」
を
調
査
す
る
以
外
は
な
い
し
大
体
こ
う
い
う
こ
と
は
あ
ま

り
年
月
日
の
明
確
な
も
の
は
少
な
い
。
千
葉
一
族
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
比

較
的
信
頼
さ
れ
て
い
る
も
の
は
『
千
学
集
抄
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
坂
東
八
平
氏

の
筆
頭
で
あ
る
千
葉
氏
の
事
蹟
と
そ
の
「
守
護
神
」
で
あ
る
妙
見
菩
薩
と
の
関

将
は
鎮
守
府
将
軍
将
門
親
王
の
父
也
。

は
良
兼
、
第
六
に
は
良
生
、
第
七
に
は
良
門
、
第
八
に
は
良
経
、
第
九
に
は
上
野
守

代
々
の
事
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
『
千
学
集
抄
』
を
も
と
に
し
た
と
推
定
さ
れ
る
『
妙
見
実
録
千
集
記
』

係
と
そ
の
別
当
寺
た
る
「
金
剛
授
寺
」
（
北
斗
山
尊
光
院
と
号
す
る
）
、
現
在
の

千
葉
神
社
の
行
事
に
関
す
る
記
録
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
度
々
の
火
災
の
た

め
他
の
記
録
と
共
に
焼
失
し
現
在
は
そ
の
部
分
的
な
も
の
が
抄
本
の
形
で
残
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
現
在
で
は
千
葉
氏
及
び
千
葉
市
の
由
来
を
知
る
上
で
は

(
6
)
 

貴
重
な
文
献
で
あ
る
。

は
成
立
年
代
も
江
戸
時
代
の
安
永
九
年
以
降
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
参
考
程
度

に
し
か
利
用
で
き
な
い
。
こ
の
他
『
千
葉
伝
考
記
』
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
も
江
戸
時
代
の
作
で
い
ず
れ
も
、
千
葉
氏
滅
亡
以
後
に
書
か
れ
た
も
の
で

こ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、
千
葉
氏
が
妙
見
菩
薩
を
崇
敬
す
る
よ
う
に
な
る
契

機
が
「
平
将
門
の
乱
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
、
『
千
学
集
抄
』
の
「
千
葉
御
家

史
料
＿
―
-

一
、
桓
武
天
皇
の
第
五
の
皇
子
葛
原
親
王
一
品
式
部
卿
宮
の
御
子
高
見
王
、
無
官
無
位

に
て
失
せ
給
ふ
。
高
見
第
一
の
皇
子
高
望
親
王
に
十
二
人
の
御
子
お
は
し
ま
す
。
第

一
に
は
良
望
親
王
、
第
二
に
は
国
香
、
第
三
に
は
良
文
、
第
四
に
は
良
将
、
第
五
に

良
広
、
第
十
に
は
常
辰
文
次
郎
、
第
十
一
に
は
駿
河
十
郎
、
其
の
余
は
女
子
也
。
良
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一
、
良
文
は
人
皇
六
十
代
醍
醐
天
皇
の
御
代
、
奥
羽
両
国
を
知
行
し
て
下
り
給
ふ
。
こ

一
、
将
門
平
親
王
は
、
人
皇
六
十
一
代
朱
雀
帝
の
御
時
、
承
平
元
年
に
謀
叛
を
起
せ
り
゜

陸
奥
守
良
文
を
伴
ひ
て
関
東
上
野
国
に
乱
れ
入
り
、
上
野
国
群
馬
郡
府
中
花
園
の
村
、

染
谷
河
と
い
ふ
所
に
、
折
し
も
水
増
し
て
吹
く
風
波
高
か
り
け
れ
ば
た
や
す
＜
渡
す

べ
き
よ
う
な
し
、
こ
こ
に
十
二
、
三
ば
か
り
の
小
童
出
て
来
て
「
此
の
川
渡
す
べ
し
」

と

言
ふ
、
良
文
、
将
門
乃
ち
「
是
ほ
ど
に
水
増
し
波
高
か
ら
ん
に
は
い
か
に
」
と
い

ふ
「
さ
ら
ば
瀬
距
み
せ
ん
も
の
を
」
と

、

真
先
か
け
に
け
れ
ば
大
将
初
め
是
を
待
み

に
渡
し
に
け
り
。
水
は
南
へ
と
落
ち
て
、
馬
の
太
腹
隠
す
に
て
渡
す
。
国
香
の
大
軍

は
渡
し
か
ね
て
河
向
ふ
に
控
へ
て
戦
を
始
め
け
り
。
さ
て
染
谷
川
に
て
七
日
七
夜
の

内
に
合
戦
三
十
四
度
な
り
味
方
は
七
騎
に
打
ち
な
さ
れ
、
良
文
も
落
馬
し
け
る
が
心

中
に
祈
念
し
け
る
は
「
此
の
あ
た
り
に
如
何
な
る
神
仏
三
宝
在
し
ま
す
や
。
今
の
戦

ひ
に
力
を
合
わ
せ
給
へ
。
」
と
其
の
時
羊
妙
見
大
菩
薩
雲
中
よ
り
下
り
ま
し
て
矢
を

給
は
せ
給
ひ
良
文
七
騎
に
与
へ
射
さ
せ
け
れ
ば
、
七
騎
の
声
は
千
万
騎
の
声
と
聞
え

あ
め
ふ

て
敵
の
上
に
は
剣
を
雨
ら
し
け
れ
ば
、
敵
の
大
軍
皆
度
を
失
ひ
け
り
。
彼
の
七
騎
は

手
も
負
は
ず
、
大
敵
に
切
り
勝
ち
給
ふ
。
小
童
忽
ち
天
に
舞
ら
ん
と
せ
し
時

、
両
将

は
「
如
何
な
る
神
」
と
ぞ
伺
ひ
に
け
る
「
善
哉
、
吾
こ
そ
は
妙
見
菩
薩
ぞ
。
親
王
の

妃
汝
を
卒
み
給
う
て
三
月
な
る
頃
、
此
の
若
を
誕
生
し
な
ん
に
は
妙
見
大
菩
薩
の
氏

子
に
奉
ら
ん
と
祈
普
申
し
給
ひ
し
故
に
染
谷
河
に
現
る
国
香
の
大
軍
か
な
は
ず
し
て

蜘
蛛
の
子
を
散
す
が
如
く
失
せ
ぬ
国
香
は
山
中
に
ひ
そ
み
か
く
れ
ぬ
。
此
後
は
良
文

将
門
の
小
符
に
は
月
星
こ
そ
は
。
」
と
告
げ
終
り
て
失
せ
給
ふ
。
さ
て
こ
そ
九
曜
を

れ
に
よ
っ
て
良
文
を
陸
奥
守
と
申
す
也
。

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口

写真 1 平良文が妙見尊に助けられた染谷川
合戦千葉妙見大縁起絵巻（千葉 · 栄福寺所蔵）

匂es:~"'r 
’ 

写真 2

こ
の
中
に
は

「平
将
門
の
乱
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
謀
叛
を
起
こ

す
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
悪
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
形
で
は
書
い
て
い

な
い
の
が
意
外
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
自
分
の
祖
先
平
良
文
が
、

そ
の
謀
叛
人

に
味
方
を
し
て
、
謀
叛
人
征
伐
に
来
た
「
敵
」
を
妙
見
尊
の
加
護
に
よ
り
討
ち

負
か
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

『千
葉
実
録
』
は
、
将
門
と
良
文
は
敵
対
関
係
に

あ
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
な
お
『

千
葉
伝
考
記
』
、
平
良
文
の
事
の
中
に
「
良

兼
・

良
文
力
を
合
わ
せ
て
国
香
を
討
ち
し
時
、
数
度
の
戦
闘
に
及
び
け
る
に
、

家
紋
と
せ
ら
れ
け
れ
。
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（
九
三
一
）

良
兼
・
良
文
の
兵
戦
ひ
負
け
て
利
を
失
ふ
こ
と
度
々
な
り
。
同
年
七
月
（
延
長
九
年
）

七
月
挑
戦
の
時
、
既
に
廃
亡
に
及
ば
ん
と
す
る
所
に
、
北
斗
七
星
妙
見
、
良
兼

（
下
略
）
。
」

こ
の
場
合
は
少
し
内
容
が
違
っ
て
い
る
。
『
妙
見
実
録
千
集
記
』
は
良
文
と
将

門
が
仲
間
同
志
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
合

戦
の
場
に
於
て
味
方
が
ど
う
に
も
な
ら
な
い
敗
勢
に
な
っ
た
と
き
に
忽
然
と
示

現
し
「
矢
取
り
」
の
不
思
議
を
示
し
て
味
方
を
勝
利
に
導
く
と
い
う
点
は
、

ず
れ
の
「
軍
神
」
の
場
合
も
同
称
で
「
妙
見
尊
」
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
、

妙
見
大
菩
薩
は
本
来
「
い
く
さ
」
の
神
で
は
な
い
北
斗
七
星
特
に
北
極
星
を

ま
つ
る
星
辰
信
仰
で
あ
る
。
北
極
星
が
位
置
を
変
え
な
い
こ
と
を
不
思
議
に
思

っ
た
昔
の
人
が
こ
の
星
を
崇
敬
し
た
も
の
で
、

か
な
り
昔
に
、

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

そ

ア
ジ
ア
の
平
原

に
住
む
人
び
と
の
信
仰
が
我
が
国
に
も
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
大
阪
四
天
王
寺
に

は
「
七
星
剣
」
と
名
付
け
ら
れ
た
刀
身
に
北
斗
七
星
を
刻
み
込
ん
だ
も
の
が
あ

る
。
ま
た
説
話
で
は
「
日
本
霊
異
記
』
第
舟
二
の
「
網
を
用
い
て
漁
夫
海
中
の

難
に
あ
い
て
妙
見
菩
薩
に
憑
り
願
ひ
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
を
得
る
縁
。
」
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
海
上
安
全
の
「
守
護
神
」
で
も
あ
る
。
海
の
多
い
千
葉
県
で
は
、

現
在
で
も
漁
船
員
に
海
上
で
遭
難
し
た
ら
、
北
極
星
を
目
印
し
に
し
て
真
北
を

目
指
し
て
泳
げ
と
経
験
者
が
教
え
る
そ
う
で
あ
る
。
日
本
列
島
の
地
形
的
特
色

か
ら
こ
う
し
た
教
訓
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
中
世
や
近
世
に
於
て

は
、
北
極
星
こ
そ
海
上
で
は
唯
一
の
頼
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宗
派
と
し

の
不
思
議
に
よ
っ
て
、
千
葉
一
族
が
崇
敬
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

し)

変
の
戦
功
に
よ
り
下
総
国
香
取
郡
東
庄
の
外
に
美
濃
国
郡
上
郡
山
田
庄
（
岐
阜

胤
行
は
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
、
将
軍
源
実
朝
の
側
近
と
し
て
、
和
歌
を
通
じ
て

千
葉
常
胤
の
六
男
胤
頼
は
本
領
を
下
総
国
香
取
郡
東
庄
に
置
き
、
東
氏
を
名

各
地
に
分
散
し
た
千
葉
一
族
に
つ
い
て
み
る
と
一
層
明
確
に
な
る
。

千
葉
氏
一
族
が
妙
見
尊
を
「
軍
神
」
と
し
て
崇
敬
し
た
痕
跡
は
、
中
世
以
降

て
、
妙
見
尊
を
崇
敬
す
る
の
は
日
蓮
宗
で
、
こ
れ
は
開
祖
日
蓮
が
安
房
国
の
海

辺
の
漁
師
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
或
い
は
比
叡
山
で
学
ん

一
方
千
葉
一
族
が
妙
見
尊
を
更
に
、
崇
敬
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
経
過
を

示
す
も
の
と
し
て
は
、
前
に
掲
げ
た
記
録
類
の
他
に
、
現
在
の
千
葉
市
大
宮
の

栄
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
千
葉
妙
見
大
縁
起
」
と
い
う
絵
巻
物
が
あ
る
。

写
真
1

は
そ
の
部
分
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に

く
わ
し
く
ふ
れ
る
。

乗
っ
た
。
胤
頼
は
京
都
仕
込
み
の
豊
か
な
教
養
を
身
に
つ
け
、
中
央
政
界
の
動

向
に
も
く
わ
し
く
、

と
も
す
る
と
強
い
ば
か
り
で
、
文
化
的
セ
ン
ス
の
乏
し
い

鎌
倉
武
士
の
中
に
あ
っ
て
数
少
な
い
文
武
兼
備
の
武
将
で
あ
っ
た
。
そ
の
孫
の

将
軍
と
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
。
胤
行
は
藤
原
定
家
の
子
為
家
に
つ
い
て
和
歌

を
学
び
為
家
の
娘
を
妻
に
し
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
後
に
出
家
し
て
素
逼
と
号

し
た
。
将
軍
実
朝
と
素
逼
と
の
間
に
贈
答
さ
れ
た
和
歌
は
『
続
拾
遺
集
」
に
入

っ
て
い
て
当
中
央
博
物
館
歴
史
展
示
室
に
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
承
久
の

県
郡
上
郡
大
和
町
）
を
加
領
さ
れ
晩
年
に
は
こ
こ
に
移
り
住
ん
だ
と
い
わ
れ
て

の
庵
揃
い
現
は
れ
、
軍
を
全
う
し
て
帰
る

だ
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
、
判
っ
て
い
な
い
。
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こ
の
御
縁
起
を
見
る
と
東
胤
行
が
美
濃
国
へ
移
住
す
る
と
き
、
東
庄
よ
り
千

郷
」
故
也
其
後
築
居
城
ヲ
栗
栖
篠
脇
山
国
絃
」
又
奉
勧
請
此
所
者
也
。

美
濃
国
郡
上
郡
栗
栖
郷

妙
見
大
菩
薩
御
縁
起

美
濃
国
郡
上
郡
栗
栖
郷
」
妙
見
大
菩
薩
者
千
葉
介
平
常
胤
孫
」
東
中
務
丞
胤
行
従
下

総
国
来
手
当
」
郡
之
時
所
奉
勧
請
也
始
者
在
野
田
」
金
剣
宮
之
東
北
胤
行
暫
住
野
田

下
総
国
千
葉
郡
」
妙
見
大
菩
薩
御
本
尊
附
国
家
」
鎮
護
之
事

抑
当
寺
の
本
尊
妙
見
大
菩
薩
と
申
」
奉
る
ハ
北
辰
尊
星
王
と
し
て
衆
星
の
中
」
の
星

王
神
仏
の
中
の
口
仙
菩
薩
の
中
大
」
将
広
目
也
広
く
群
生
を
済
度
し
」
給
ふ
（
下
略
）

葉
妙
見
を
勧
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
自
分
の
移
住
す
る
場
所
に
移
し

か
え
て
い
る
。
東
氏
に
と
っ
て
、
千
葉
一
族
の
「
守
り
神
」
は
そ
の
ま
ま
自
分

の
「
守
り
神
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
別
の
例
と
し
て
は
、
九
州
千
葉
氏
と
妙
見
社
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。

鎌
倉
時
代
後
期
に
お
こ
っ
た
蒙
古
襲
来
は
歴
史
上
の
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
っ

た
。
九
州
の
平
家
没
官
領
。
肥
前
国
小
城
郡
な
ど
を
与
え
ら
れ
て
い
た
千
葉
氏

は
、
こ
の
蒙
古
襲
来
に
当
っ
て
、
九
州
へ
出
陣
し
た
。
そ
の
時
の
千
葉
氏
の
当

妙
見
社

史
料
四

大
菩
薩
御
縁
起
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

J

の
岐
阜
県
郡
上
郡
大
和
町
の
明
建
神
社
（
妙
見
の
宛
字
）
に
あ
る
「
妙
見

(
7
)
 

い
る
。

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口

寺
の
発
展
に
寄
与
し
た
。

っ
て
い
た
。

主
は
千
葉
頼
胤
で
、
文
永
―
一
年
(
―
二
七
四
）
に
文
永
の
役
が
お
こ
り
頼
胤

は
こ
の
蒙
古
と
の
合
戦
に
参
加
し
疵
を
負
い
、

一
三
日
わ
ず
か
三
七
オ
で
肥
前
国
小
城
の
地
で
没
し
た
。
頼
胤
の
長
子
宗
胤
(
-

二
六
五
＼
―
二
九
四
）

六
年
(
―
二
八
三
）

そ
れ
が
も
と
で
建
治
元
年
八
月

は
父
の
後
を
う
け
小
城
郡
晴
気
城
を
本
拠
に
し
て
弘
安

か
ら
正
応
四
年
(
-
二
九
一
）
ま
で
大
隅
国
の
守
護
と
し

(
8
)
 

て
異
国
警
固
番
役
の
勤
仕
に
つ
い
て
の
指
揮
・
裁
決
に
当
っ
て
い
た
。
宗
胤
は

下
総
千
葉
氏
の
本
宗
で
あ
る
が
父
の
代
か
ら
特
殊
な
任
務
に
当
面
し
て
九
州
へ

赴
い
て
い
た
た
め
千
葉
介
の
し
ご
と
は
頼
胤
の
次
男
で
宗
胤
の
弟
の
胤
宗
が
行

こ
の
間
鎌
倉
幕
府
が
警
戒
し
て
い
た
三
度
目
の
蒙
古
襲
来
は
な
く
、
永
仁
ニ

年
(
―
―
一
九
四
）
宗
胤
も
当
地
で
没
し
た
。
そ
の
後
情
勢
は
変
化
し
永
仁
三
年

北
条
氏
の
一
門
で
あ
る
北
条
時
直
が
大
隅
国
守
護
と
な
り
、
千
葉
氏
の
領
域
は

肥
前
国
小
城
に
限
定
さ
れ
た
。
宗
胤
の
後
は
長
子
胤
貞
(
―
二
八
八
＼
一
三
三

六
）
が
継
い
だ
。
胤
貞
は
千
田
太
郎
・
大
隅
守
を
称
し
、
肥
前
国
小
城
・
下
総

国
千
田
・
八
幡
両
庄
内
の
惣
領
職
や
下
総
国
臼
井
庄
な
ど
を
領
有
し
、
下
総
国

中
山
法
華
経
寺
の
大
壇
那
と
し
て
知
ら
れ
、
同
寺
―
―
世
日
高
の
外
護
者
と
し
て

肥
前
国
小
城
（
佐
賀
県
小
城
郡
小
城
町
）の
北
浦
部
落
に
北
浦
妙
見
社
が
あ

る
。
こ
の
妙
見
社
も
千
葉
氏
の
守
護
神
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
関
し
て
は
『
元
茂
公
（
鍋
島
）
御
年
譜
」
に
よ
る
と
小
城
に
下
向
し

た
千
葉
胤
貞
が
晴
気
城
に
住
む
、
牛
頭
城
（
千
葉
城
）
を
取
り
立
て
、
山
上
に
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中
世
に
お
け
る
武
家
の

「軍
神
」
信
仰
（
樋
口

る
。

(
9
)
 

祇
圏
社
を
建
て
同
時
に
千
葉
家
の
守
護
神
妙
見
社
を

、

北
浦
に
建
立
し
た
。
と

の
こ
と
で
、
城
の
鬼
門
に
妙
見
社
を
ま
つ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
松
戸
市

在
住
の
松
下
邦
夫
氏
の
調
査
で
は
こ
の
外
に
も
い
く
つ
か
妙
見
社
ら
し
き
も
の

(10) 

が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
千
葉
氏
一
族
は
所
領
の
下
総
国
の
み
で
は
な
く
、
他
国
へ
移
っ

て
も
妙
見
尊
を
勧
請
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
千
葉
氏
一
族
が
「
軍
神

」
（
守

り
神
）
と
し
て
ど
れ
だ
け
妙
見
尊
を
崇
敬
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
判
る
。

そ
の
崇
敬
ぶ
り
は
中
世
武
家
社
会
の
中
で
も
独
特
の
も
の
と
い
っ
て
も
良
い

で
あ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
千
葉
氏
の
妙
見
尊
へ
の
崇
敬
を
、

は
じ
ま
り
か
ら
描
い
た
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
と
い
う
絵
巻
物
の
存
在
が
注
目

さ
れ
る
。
中
世
に
は
大
和
絵
的
手
法
を
用
い
て
宗
祖
の
偉
業
を
伝
え
た
祖
師
絵

伝
や
寺
社
の
縁
起
を
伝
え
る
縁
起
絵
巻
な
ど
名
品
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
が
、

千
葉
市
大
宮
町
栄
福
寺
に
伝
わ
る

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
』
は
、
宗
教
絵
巻
特
有

の
崇
敬
さ
れ
る
妙
見
尊
と
千
葉
一
族
の
関
係
が
大
変
く
わ
し
く
描
か
れ
、
妙
見

社
の
関
連
社
の
こ
と
及
び
宗
教
行
事
な
ど
に
も
ふ
れ
ら
れ
、
千
葉
一
族
の
妙
見

の
間
に
何
回
も
補
修
が
加
え
ら
れ
た
た
め
原
形
を
そ
こ
ね
た
部
分
も
少
な
く
な

た
と
え
ば
、

ン
。
し 信

仰
を
検
討
す
る
上
で
見
落
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
長
年
月

そ
の

そ
の
奥
書
き
と
描
画
を
比
較
し
て
み
る
と
そ
の
問
題
点
が
わ
か

（
一
五
五
0
)

天
文
十
九
年 （

略
寄
進

本
庄
胤
村

（
色
）
（
九
月
）

名
取
月
廿
八
日

妙
見
大
縁
起
分
福
寿
常
住
四
位
萬
栄

九
月
吉
日

本
庄
伊
豆
守
胤
村

下
総
州
千
葉
庄
池
田
郷
北
斗
山
金
鋼
授
寺

本
庄
伊
豆
守

（
一
五
二
八
）
（
戌
子
）
（
六
月
）

享
禄
元
年
申
子
林
鐘
廿
二
日

妙
見
大
菩
薩
大
縁
起
門
前
不
出
也

①
下
総
州
葛
飾
郡
千
葉
北
斗
山
金
鋼
授
寺

『千
葉
妙
見
大
縁
起
』

（
上
巻
ノ
部
）

史
料
五

胤
村

（
奥
書
）

,“.', 

千
―1
オ
炉
咎
を
そ
仏
固
疼
此
忍

r

心
｀

色
ィ
苔
忍
幼
複
み
今
令
苔
工
令
国

喝
・
ク
）
名
丈
ヂ
養
屯
欠
叉
)

'

延

惰
さ
岱
ぷ
〔
合
位
伐
＇
土
庄
千

扱
少
氏
批
使f
怖
媒
拉
ま
血
痛

喝
.
ィ
-

~·~-. 
写真 4 千葉妙見大縁起

奥書部分その 2

写真 3 千葉妙見大縁起
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も
絵
巻
物
な
ど
を
作
っ
て
い
る
ゆ
と
り
は
な
く
む
し
ろ
天
文
十
九
年
（
一
五
五

た
絵
巻
を
調
進
す
る
適
当
な
ポ
ス
ト
に
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

①
の
文
の
奥
書
き
を
見
る
と
約
二
十
年
ほ
ど
の
差
が
あ
る
が
、
本
庄
伊
豆
守
胤

村
と
い
う
人
物
が
こ
の
絵
巻
を
作
製
さ
せ
た
こ
と
は
、

で
あ
る
。
そ
れ
は
『
妙
見
実
録
千
集
記
』

重
工

狩
野
探
幽
法
師
門
弟
片
山
三
清

写
之

板
倉
氏
筑
後
守
源
朝
臣
重
直

写
之
書
文
如
旧
而
不
改
也

（
一
六
七
八
）

延
宝
六
戌
牛
歳
六
月

日

守
長
⑲

従
五
位
下

福
寺
蜜
巻
傷
損
不
全
命
蜜
工
令
図

③
千
葉
妙
見
縁
起
在
下
総
国
坂
尾
村
栄

ま
ず
間
違
い
な
さ
そ
う

の
中
に
「
本
庄
系
図
」
が
あ
り
こ
れ

は
東
庄
を
支
配
し
た
東
六
郎
太
夫
胤
頼
の
二
男
胤
方
が
祖
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
同
書
中
に
は
本
庄
伊
豆
守
胤
村
が
千
葉
家
当
主
の
御
元
服
儀
式
な
ど
に
か
か

わ
っ
て
い
＜
千
葉
氏
の
重
臣
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
こ
う
し

次
に
、
成
立
年
代
で
あ
る
が
享
禄
と
天
文
が
あ
る
。
享
禄
と
い
う
年
代
は
千

葉
氏
に
と
っ
て
、
猪
鼻
城
を
捨
て
佐
倉
の
将
門
山
に
本
拠
を
移
し
、
太
田
道
灌

と
千
葉
自
胤
の
連
合
軍
と
境
根
原
（
現
柏
市
光
ケ
丘
か
ら
酒
井
根
）で
合
戦
し

敗
れ
る
と
い
う
最
悪
の
事
態
を
如
何
に
脱
却
す
る
か
試
練
の
時
代
で
あ
り
と
て

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

入
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
奥
書
の
写
真
で
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

た
妙
見
尊
の
社
殿
再
建
と
併
せ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

共
に
重
要
な
役
を
果
た
し
て
い
る
。

宮
也.. 
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
本
庄
氏
は
千
葉
氏
の
他
の
重
臣
ら
と

0
)
の
ほ
う
が
小
田
原
後
北
条
氏
と
手
を
結
び
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
に

国
府
台
で
小
弓
御
所
足
利
義
明
と
安
房
国
の
豪
将
里
見
義
発
の
連
合
軍
を
破
り
、

小
弓
御
所
を
自
害
さ
せ
里
見
義
発
を
安
房
へ
敗
走
さ
せ
、
勢
力
的
に
も
安
定
し

こ
れ
も
千
葉
一
族
の
「
軍
神
」
妙
見
尊
の
お
蔭
と
そ
の
利
益
を
強
調
す
る
に
は

最
適
の
時
期
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
妙
見
実
録
千
集
記
』
の
千
葉
代
々
の
当

（
七
）
（
七
）

主
の
記
事
の
中
に
、
千
葉
第
廿
八
代
親
胤
の
項
に
「
此
ノ
代
天
文
年
中
、
千
葉

妙
見
堂
再
建
也
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
千
学
集
抄
』
に
は
「
妙
見
宮
御
建
立

は
国
守
平
親
胤
、
原
式
部
大
輔
胤
清
、
住
持
覚
胤
の
御
時
、
天
文
十
六
年
戌
申

ち
ょ
う
な
た
て
（
庚
戌
）

三
月
二
十
二
日
絶
立
：
」
と
あ
り
天
文
十
九
年
辛
亥
十
一
月
二
十
三
日
御
遷

絵
巻
物
の
作
製
も
こ
う
し
た
千
葉
一
族
の
勢
力
の
安
定
と
そ
れ
を
背
景
に
し

こ
の
奥
書
き
に
は
更
に
、
こ
の
絵
巻
は
い
わ
ゆ
る
門
外
不
出
＼
人
目
に
め
っ

た
に
ふ
れ
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
何
回
も
補
修
の
手
が

次
に
描
画
の
中
で
、
千
葉
氏
が
如
何
に
妙
見
尊
の
加
護
を
受
け
て
い
る
か
を

示
し
た
戦
闘
シ
ー
ン
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
比
較
的
良
く
知

ら
れ
て
い
る
の
は
写
真
5

で
示
し
た
千
葉
常
胤
が
源
頼
朝
の
源
家
再
興
を
助
け

た
と
き
常
胤
の
孫
小
太
郎
成
胤
は
祖
父
常
胤
と
父
胤
政
出
征
の
留
守
を
ま
も
り
、

そ
こ
へ
攻
撃
し
か
け
て
来
た
千
田
庄
領
家
判
官
代
親
政
と
合
戦
に
な
り
、
兵
力
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千
葉
胤
富
と
小
田
原
後
北
条
氏
（
樋
口
）

北
条
氏
政
書
状
（
原
文
書

史
料

二
月
八
日

北
条
氏
政
書
状
（
原
文
書
）

原
若
狭
守
殿

『
千
葉
県
史
料
』

（
同
右
） 氏

政
花
押

史
料

ま
た
北
条
氏
は
勢
力
が
拡
大
し
胤
富
が
本
来
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様

な
こ
と
を
千
葉
氏
の
家
臣
団
に
指
示
す
る
権
限
を
も
つ
様
に
も
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
次
の
『
原
文
書
』

中
の
二
点
は
そ
の
展
型
的
な
も
の
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

『
千
葉
県
史
料
・

中
世
篇
・

県
外
文
書
』

森
山

ー
一此
度
者
、
然
与
在
城
、
昼
夜
油
断
可
レ
有
仕
置
候
、
森

山
二
残
置
人
衆

之
書
立

、

別
而
遣
レ
之
候
、
此
外
諸
法
度
者
、
作
倉
へ
遣
候
掟

書
相
写
、
豊

前
二
可
二指
越
一由
申
理
間

、

万
端
有
二相
談

一肝
要

二

候
、
殊
八
十
人
之
歩
弓

之
内
廿
人
能
射
者
を
す
く
り
、
早
々
可
レ
被
レ
越
候
、
用

二
不
レ
立
者
被レ越

候
者
、
無
二所
詮
l候
、
能
々
礼
明
可

レ
在
レ之
候
、
食
物
者
、
作
倉

ー
一而
役

人
二

門
渡
候
由
申
付
候
、
恐
々
謹
言

士
た
ち
が
北
条
氏
と
も
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

の
海
」
と
も
言
わ
れ
た
利
根
川
下
流
部
の
一
帯
を
勢
力
圏
に
し
た
海
上

・

粟
飯

原
•

国
分
・

な
ど
の
千
葉
系
支
族
や
常
陸
大
橡
氏
と
こ
れ
に
関
わ
る
一
連
の
武

原
若
狭
守
殿

十
二
月
廿
八
日

〈
読
み
下
し

〉

氏
政
花
押

、
松
f
-九
j
内
礼
烹
え
；
必
稟

ゅ
i

て
九/てi
鼻
劣
代
す
＂
｀
ヽ
中
羞
ン
r
g

唐
ぷ
名
お

t
t
i
'
委
全
竺

謁

¢
ゅ
゜
青
ら
厖5
防
そ
t
'
"

h

ー
し
、
h
>
 

2
i
I
 

f

百
り
ゞ

森
山
衆
も
参
陣
、
彼
地
心
元
無
＜
候
間
、
眼
病
歴
然
の
由
に
候
へ
ど
も
来
る

正
月
十
日
必
ず
必
ず
森
山

へ
相
移
り
、
海
上
山
城
方
と
相
談
し
、
当
表
に
下

総
衆
在
陣
の
間
は
、
然
と
こ
れ
有
、
万
端
油
断
無
＜
申
し
付
く
ら
る
べ
く
候
゜

恐
々
謹
言

』
一

写真 1 北条氏政書状 千葉県史料
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平

井
表
2

千
葉
氏
関
係
妙
見
移
動
表

中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

学

集

七
星
山
息
災
寺
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
左
京
職
忠
明
郷
の
群
馬
郡
国
村

大
伽
藍
建
設
に
か
か
る
引
間
妙
見
縁
起

9,''‘,'‘,''''9,''9,'','’’’’’’’’’’'99,'9,''· 
七
星
山
息
災
寺
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
行
基
の
創
建
、
現
仝
右

群
馬
郡
国
府
村
大
字
引
間
の
妙
見
寺
に
し
て
、

そ
の
由
緒
に
神
亀
年
間
よ
り
寛
治
七
年
（
一

0
九
―
―
-
）
ま
で
、
寺
号
を
七
星
山
息
災
寺
と

い
う
と
あ
る
。

邑
承
平
三
年
（
九
三
―
―
-
)
十
二
月
二
十
三
日
粟
千

飯
原
文
次
郎
常
時
妙
見
寺
よ
り
供
奉
し
て
至

る

• 
本
庄
藤
田
郷
良
文
知
行
所
承
平
三
年
十
二
月
廿
七
日
仝
右

9,'’’’’’'99,'’’’’’''','’ 

.. 99,'ｷ 

秩
父
郡
大
宮
平
の
村
良
文
、
常
将
の
知
行
所
千
葉
伝
考
記

9
,
＇
9
,
'
’
’

重

鎌
倉
村
岡
良
文
の
知
行
所
仝
右

9
,
'
’
’
’
9
,
'
'
'
9
,
＇
'
9
,
'
＇
'
＇
,
'
9
9
,
'
9
,
＇
'
9
9
,
'
9
,
'
'
'
'
9
9
,
'
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
’
'
9
,
'
'
,
＇
'
贔

上
総
国
久
留
里
良
文
の
孫
忠
常
、
上
総
権
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
久
留
里
妙
見
縁
起

治
安
元
年

(
-
O
ニ
―
)
久
留
里
に
移
転

9

,

 
上
総
国
仁
見
（
人
見
）
長
元
一
＿
一
年
（
―
〇
-
二

0
)
三
月
、
忠
常
房
州
千
葉
盛
衰
記

に
攻
め
入
る
。
途
中
仁
見
に
三
日
滞
在
盛
し

ゆ
か
り
の
地
に
祀
る

9
,
'
9
,
＇
’
’
’
'
'
'
'
9
9
,
'
9
,
＇
'
,
'
'
'
9
,
＇
’
’
'
ヽ
9
,
•

上
総
国
大
椎
忠
常
上
総
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
大
椎
城
を
築
千
葉
伝
考
記

い
て
、
こ
こ
に
居
城
、
こ
の
時
妙
見
尊
を

こ
の
地
に
移
す
゜

9,'9,'’’’'''9,''999,',''99,''''9,''‘~9,''9,''''9999,''9,'9,''''9,'9,'’’''','''9,''‘,'''‘,'''9,' 
下
総
国
東
大
友
常
長
下
総
権
介
に
任
ぜ
ら
れ
、
東
大
友
に
居
仝
右

城
、
妙
見
を
此
の
地
に
移
し
祀
る

ヽ

上
総
国
大
椎
常
兼
再
び
大
椎
城
を
取
立
て
、
此
の
城
に
千
葉
実
録
千
集
記

居
城
、
大
椎
権
介
と
称
す
、
共
に
妙
見
を
移

す

千
葉
寺
大
治
元
年
(
―
―
二
六
）
二
月
十
日
常
重
千
葉
妙
見
大
縁
起

代
千
葉
城
に
移
り
、
こ
の
日
、
妙
見
尊
を
移

す

9,'’’’’’','9,'’’’’’’’’’’’’’’’’'9,'’’’’’’99,'•999,'9,'9,'‘,''',''9,'’’'9,''9,'’’’’’ 
猪
鼻
城
大
治
元
年
(
―
―
二
六
）
常
重
父
の
命
に
よ
千
葉
伝
考
記

り
千
葉
城
に
移
し
、
後
妙
見
寺
（
北
斗
山
）

に
移
す

9
,
＇
’
’
’
’
’
'
9
,
'
'
'
'
‘
,
'
‘
,
'
,
'
9
9
9
,
．
，
＇
9
9
9
,
•
”
9
,
＇
’
’
’
’
’
9
,
'
’
’
’
’
’
9
,
＇
’
’
’
’
'
'
9
,
'
'
9
,
'
9
,
'
‘
,
'
,
'
’
’
9
,
'
'
'
9
,
'
‘
,
'
'
'
‘
、
,
＇

堀
之
内
千
葉
庄
池
田
郷
堀
之
内
へ
移
り
給
う
こ
と
、
千
葉
妙
見
縁
起

大
治
元
年
（
―
-
―
-
六
）
九
月
十
三
日
常

重
代
と
り
と
あ
る

. 
下
総
国
寺
崎
享
徳
一
＿
一
年
(
-
四
五
四
）
八
月
十
五
日
胤
妙
見
実
録
千
集
記

直
多
古
に
て
自
害
す
。
千
葉
城
落
城
、
寺
崎

ま
た
破
れ
け
れ
ば
妙
見
尊
を
寺
崎
に
置
い
て

敗
走
す
、
こ
の
時
本
城
に
妙
見
堂
そ
の
外
神

社
悉
く
焼
失
す

9,'’’’’’’’’’’’’’’’''','''9,'9,'9,'9,'9,'9,'‘,'‘,‘‘'·~9,'‘,'’’'‘,'’’’’’9,'','’’’’9,'’’’’'‘,''9,' 
千
葉
郷
妙
見
寺
大
治
元
年
(
―
―
二
六
）
九
月
十
五
日
大
千
葉
妙
見
大
縁
起

椎
よ
り
妙
見
寺
に
移
す

9,''9,'''''''9,'’’’’’’’9,'’’’’’’’’’9,'’’’’’’’’’’9,',''''9,'·~99,'9,'9,'’’’ 
妙
見
寺
座
主
覚
実
法
印
、
寺
崎
よ
り
妙
見
寺
妙
見
実
録
千
集
記

に
移
す

9,'9,'''9,''9,'9,'’’’’’’’'9,'’’’’’’9,''''9,'9,'

•~9,','99,'9,'9,'9,'''''9,' 

千
葉
城
主
千
葉
越
前
信
胤
奉
聞
し
て
千
三
笠
妙
見
縁
起

葉
郷
に
移
す

9,''9,'9,'999,'·-9,''','9,''· 
下
総
国
銚
子
千
葉
妙
見
を
千
葉
大
裳
海
上
筑
後
守
邦
利
仝
右

小
川
神
社
（
妙
見
宮
）
建
治
元
年
(
―
二
七
五
）
末
九
月
勧
請
す

9,
''9,''''• 奈

良
三
笠
山
天
暦
（
九
五

0
こ
ろ
）
朱
雀
天
皇
信
仰
厚
く
三
笠
妙
見
宮
縁
起

三
笠
山
に
勧
請
す

千
葉
郷
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中
世
に
お
け
る
武
家
の
「
軍
神
」
信
仰
（
樋
口
）

を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

取
っ
て
味
方
を
勝
利
に
導
く
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
千
葉
氏
の
妙
見
信
仰
は
、
足
利
家
の
「
勝
軍
地
蔵
」
信
仰
よ
り
も
古

つ
と
い
う
こ
と
は
注
目
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

に
祈
り
、
自
分
に
武
勇
を
与
え
て
ほ
し
い
と
祈
願
す
る
。
本
稿
で
は
足
利
氏
の

「
勝
軍
地
蔵
」
信
仰
を
ひ
と
つ
例
に
あ
げ
た
。
「
勝
軍
」
と
い
う
名
前
が
良
か
っ

た
の
か
戦
国
時
代
の
武
将
の
中
に
は
勧
請
し
て
、
こ
れ
を
信
仰
す
る
も
の
が
多

か
っ
た
。
こ
れ
は
当
初
将
軍
家
と
い
う
特
定
の
ク
ラ
ス
の
信
仰
対
象
で
あ
っ
た

も
の
が
、
将
軍
と
の
交
流
を
通
し
て
各
地
の
武
士
の
間
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
や

が
て
は
「
民
間
信
仰
」
の
対
象
に
な
っ
て
、
あ
ま
り
「
勝
軍
」
＼
い
く
さ
に
勝

く
、
千
葉
一
族
が
一
団
と
な
っ
て
、
こ
れ
を
崇
敬
し
た
。
千
葉
一
族
が
支
配
し

た
下
総
国
と
上
総
国
の
一
部
に
二
総
六
妙
見
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
本
文
中
に

く
わ
し
く
記
し
た
よ
う
に
千
葉
一
族
で
他
国
へ
移
っ
た
も
の
美
濃
国
の
東
氏
、

肥
前
国
小
城
郡
の
千
葉
氏
、
奥
州
相
馬
氏
な
ど
、
皆
妙
見
尊
を
崇
敬
し
て
い
る
。

武
家
の
「
軍
神
」
と
し
て
の
勝
軍
地
蔵
も
妙
見
菩
薩
も
そ
の
縁
起
や
絵
巻
物

で
見
る
と
共
通
し
て
味
方
が
危
機
に
お
ち
入
っ
た
時
に
示
現
し
、
相
手
の
矢
を

武
家
は
そ
の
伝
承
を
信
じ
「
軍
神
」
と
し
て
の
神
仏
を
崇
敬
し
子
孫
に
そ
れ

を
伝
え
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
世
に
於
け
る
武
家
の
信
仰
を
考
え
る
上
で
、

重
要
な
一
面
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
を
ま
と
め
る
に
当
っ
て
、
千
葉
氏
の
部
分
は
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
刊

行
の
千
葉
氏
関
係
資
料
調
査
報
告
書
（
其
の
一
）
『
県
外
千
葉
氏
一
族
の
動
向
』 註(

1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(lo) 

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）

元
亨
釈
書
九
、
感
進
四
之
一
釈
延
鎮

洛
陽
名
所
集
十
、
（
京
都
叢
書
）

東
寺
文
書

鹿
苑
日
録
一
、
等
持
寺
日
件
長
享
元
年
九
月
晦
日
・
十
月
廿
七
日
、
同
廿
八
日

翰
林
胡
蓋
文
集
、
三

改
訂
房
総
叢
書
第
二
輯
史
伝
・
解
説

大
和
村
史

川
添
昭
二
「
肥
前
千
葉
氏
に
つ
い
て
」
（
『
森
克
巳
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
）

『
小
城
郡
誌
』
及
『
小
城
町
史
』

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
『
県
外
千
葉
氏
一
族
の
動
向
j

（
千
葉
県
立
中
央
博
物
館

歴
史
科
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